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SafeworK 向上宣言

令和5年2月1日

１ 年間安全衛生計画を作成して計画的に安全衛

生活動を行います。

２ 社長又は安全衛生担当者が、毎週1回以上現

場を巡回し、現場の状況を把握して必要な改善

を図ります。

３ 毎月1回、社員全員参加の集会を開催し、社

員の意見を聴きます。

４ 人材育成のため、資格取得、担当業務や経験

に応じ、能力向上を含めた社員教育を、本人の

希望も踏まえて、積極的に行います。


